
ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を
迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人
の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。
まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わたし
たち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。
わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中でよ
ろこびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。

＜ニセコ町まちづくり基本条例前文＞

【問い合わせ窓口】
ニセコ町役場企画環境課経営企画係
Mail: kikaku@town.niseko.lg.jp TEL:0136-44-2121 FAX:0136-44-3500 
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ニセコ中央倉庫群
旧でんぷん工場

第２０２回まちづくり町民講座

参加無料

※ご参加にあたっては、新型コロナウイルス感染防止のため、マスクを着用していただくとともに、咳
や発熱など体調に不安のある方は参加をお控えくださいますようお願いします。

弁護士・北海道大学名誉教授
九州大学名誉教授

木佐茂男（きさしげお）

登壇者

釧路短期大学教授
元釧路市副市長

名塚昭（なづか あきら）

ニセコ町長
４期目

片山健也（かたやまけんや）

木佐氏、名塚氏におかれましては、平成13年「まちづくり基本条例」施行に際してご尽力していだきました。
全国初の制定から20年。実践、そして次の10年へ向けて、みなさんで話し合ってみましょう！

※開催の根拠：ニセコ町まちづくり基本条例第５条 参加原則

お申込み不要
お気軽に

お越しください


